
 

 

Ⓒ Nishimura & Asahi 2021 
 

- 1 - 

 

 

 

 

 

執筆者： 

E-mail  渡邉 純子  

 

前回の「サステイナビリティと日本企業の海外進出 - ビジネスと人権(8) 人権デューデリジェンスの実践[その 3]-」で解説した情

報収集（ステップ2）の後は、収集した情報を踏まえ、企業が関連し得る人権への負の影響を分析することになります（ステップ3）。

このステップは、大きく分けて、①人権への負の影響に対する自社の関与方法の類型の理解と、②当該負の影響の対象となる

「国際的に認められた人権」の具体的内容や各国国内法の理解に基づき行う必要があります。ステップ 3 は 2 回に分けることと

し、このうち、本稿では、①企業の関与方法の類型について解説します。 

なお、人権デューデリジェンスの全体の工程の概要については、「サステイナビリティと日本企業の海外進出 - ビジネスと人権

(5) 人権デューデリジェンスの実践[その 1] -」をご参照下さい。 

 

1. 人権への負の影響と自社との関わり方の類型 
 

指導原則は、企業が人権尊重責任を負う場面として、人権への負の影響と当該企業との関わり方に応じ、以下の 3 つの類型を

想定しています（指導原則 13）。グローバル化が進み、また、あらゆる形態の社会問題が複雑化している現代社会において、企業

は、自社の事業活動を通じて膨大な人権リスクと繋がり得るということを、本連載では繰り返し強調して来ました。もっとも、それら

の膨大な種類の人権リスクを漠然と捉えるのではなく、以下のうち、いずれの形態によって自社が人権への負の影響と関わって

いるのかを特定する必要があります。これは、特定された人権への負の影響に対してどのように対処していくか（ステップ 4）を検

討する際に、下記の類型に応じて求められる対処方法も異なってくるためです（具体的には以下 2.を参照）。 

 

各類型の解説と具体例は以下のとおりです。 

 

類 型 解 説 具体例 

①（企業が人権への負の

影響の）原因となる場合 

企業活動が（第三者を介さずに）人権へ

の負の影響を生じさせている場合を指

します。 

・自社の採用手続において差別を行う（外国人労働者

や女性に平等な雇用機会を一律的に与えない等）。 

 

・金融業界における個人への融資、飲食業界におけ

る個人顧客へのサービス提供等の場面で、顧客に対

する差別を行う。 

 

・安全衛生上必要とされる保護具を与えずに、危険な

労働状況下で自社の労働者を働かせる。 

②（企業が人権への負の

影響を）助長する場合 

企業活動が、（a）第三者の企業活動と

相まって影響を引き起こす場合、又は、

（b）第三者が負の影響の原因となるこ

とを実質的に生じさせ、促進し又は動機

づける場合を指します。 

 

・実際に負の影響を促した又は動機付

＜（a）の場合＞ 

・個社としては現地の環境規制上は許容される量の

化学物質を排出していたが、同一の地域で操業する

他社の排出量と合計した結果、地域住民の清潔な生

活用水に対するアクセスが阻害された。 

 

＜（b）の場合＞ 

企業法務ニューズレター 2021 年 9 月 8 日号 

サステイナビリティと日本企業の海外進出 

−ビジネスと人権⑨ 人権デューデリジェンスの実践[その 4]− 

mailto:j.watanabe@plus.nishimura.com
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けた程度 

・負の影響又はその可能性についての

予見可能性 

・実際に負の影響を軽減し又は影響発

生のリスクを減少させた度合い等 

を考慮して、自社が実質的に人権への

負の影響を増大させている場合に、②

の類型に該当します。 

・過去の取引実績から、その納期では実現不可能で

あることを知りながら、非常に短期のリードタイムでサ

プライヤーに納期を設定した結果、サプライチェーン

全体を通じて超時間労働が発生し、Tier 2 サプライ

ヤーの労働者が強制労働を強いられた。 

 

・政府に対して批判的な意見を表明する個人を罰する

目的で個人情報を収集している途上国政府の求めに

応じ、SNS のユーザー情報を提供した。 

 

・自社の製造する監視技術が、市民に対する人権侵

害を行なっている軍事政権により使用されていること

を知りながら、当該国の政府に対して当該サービスの

提供を継続した。 

③（上記①②に該当しない

が、人権への負の影響が）

第三者との事業上の関係を

通じて、企業の事業・製品

又はサービスと直接結び

付く場合 

事業上の関係を有する「第三者」とは、

直接の契約先に限定されず、広く、自

社のバリューチェーン上の事業パート

ナー、及び自社の事業・製品・サービス

と直接関連する政府組織又は民間企

業を指します。 

 

自社の下流に位置する事業パートナー

も含み、また、上流に関しても Tier 1 サ

プライヤーに限定されません。自社が

合弁事業の少数株主である場合の合

弁会社等も含みます。 

 

①及び②の場合と異なり、自社の企業

活動と人権への負の影響との間の因

果関係は不要です。 

・電気自動車（EV）の製造に利用していたコバルトが、

サプライチェーンの上流において、コンゴ民主共和国

での児童の強制労働により採掘されていた。 

 

・合意条件に反して、繊維メーカーの Tier 1 サプライ

ヤーが児童に対して下請けをさせていた。 

 

・金融機関として事業会社に発電所建設の為のプロ

ジェクトファイナンスを提供していたところ、合意した融

資条件に反して、地元市民との十分な事前協議を経

ずに強制立退が行なわれていた。 

 

・自社の開発・製造する医療機器（超音波技術）が、イ

ンドの農村において女児と判断された胎児の中絶に

使用されていた。 

 

＊上記の例は、企業が人権への負の影響の原因（類

型①）とはなっておらず、また、助長（類型②）もしてい

ないことを前提に、人権への負の影響と自社の事業・

製品又はサービス等が第三者（各例において、コバル

ト採掘企業、Tier サプライヤー、融資先、医療機関）と

の事業上の関係を通じて直接結びついている典型的

な例となります。 

 

一般的に、類型①（原因となる場合）は、自社の企業活動に関連する活動に際して問題となり、逆に、類型③（企業の事業・製品

又はサービスと直接結び付く場合）は、事業上の関係を有する第三者の活動が人権への負の影響の原因となります。 

 

これに対して、類型②については、人権への負の影響の直接的な原因が、自社の企業活動である場合と、事業上の関係を有す

る第三者である場合の、いずれの場合もあり得ます（例えば、上記②の具体例として挙げた、「非常に短期のリードタイムでサプラ

イヤーに納期を設定した場合」は、自社は購買条件の設定を通じて人権への負の影響を助長はしているものの、Tier 1 サプライ

ヤーという第三者の行為が負の影響の直接的な原因となっています。これに対して、「同一の地域で操業する他社の排出量と合

計した結果、地域住民の清潔な生活用水に対するアクセスを阻害した場合」は、第三者の活動も寄与するものの、自社の企業活

動自身も直接的に負の影響を作出しています。）。 

そして、第三者が負の影響の直接的な原因を作出する場面での類型②と、類型③の区別は相対的であり、いずれに該当する
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かは、自社の関わり方次第で、実質的に自社が人権への負の影響を増大させているか（類型②）、又は、助長まではしていないと

評価されるものの、第三者を通じて人権への負の影響と自社の事業等が直接結びついているか（類型③）という観点で判断され

ます。よって、同一の事案においても、時の経過に従って、自社の関わり方が変化することで（「助長」といえるほどの事実関係の

有無の変化）、該当する類型が変化することもあり得ます 1。 

 

 以上の各類型を図示すると以下のとおりです 2。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                   
1 John G. Ruggie が OECD Chair, Working Party on RBC に宛てた 2017 年 3 月 6 日付レター参照。 

 <https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/OECD_Workshop_Ruggie_letter_-_Mar_2017_v2.pdf> 

2 United Nations Office of The High Commissioner For Human Rights, “THE CORPORATE RESPONSIBILITY TO RESPECT HUMAN 

RIGHTS An Interpretive Guide” p.16 (2012)を元に作成。 

① 原因となる場合 

企業 

ライツホルダー 

（影響を受ける

権利保持者） 
第三者 

(第三者からの圧力または他の方

法により助長される場合もあります) 

企業 

ライツホルダー 

（影響を受ける

権利保持者） 
第三者 

企業 

ライツホルダー 

（影響を受ける

権利保持者） 
第三者 

③ 助長はしていないが、直接結び付く場合 

企業 第三者との事業上の関係を通じて、人

権への負の影響が、企業の事業・製品

又はサービスと直接結び付く 
ライツホルダー 

（影響を受ける

権利保持者） 
第三者 

② 助長する場合 

（a）第三者の企業活動と相

まって影響を引き起こす場合 

（b）第三者が負の影響の原

因となることを実質的に生じ

させ、促進し又は動機づける

場合 

https://media.business-humanrights.org/media/documents/files/documents/OECD_Workshop_Ruggie_letter_-_Mar_2017_v2.pdf
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2. 類型別の効果（企業に求められる対応） 
 

上記 1.で解説した類型に応じて、企業に求められる対応は以下のとおり異なります 3。特定された人権への負の影響への対処方

法は、本連載ではステップ 4 と位置付けていますが、上記 1.で解説した自社の関わり方の各類型の効果に関する部分のみ、本稿

で解説します。（以下で述べる具体的な「影響力の行使」の方法等、より具体的な対処方法は、ステップ 4 の解説で説明します。） 

 

 

① 企業が人権への負の影響の原因となりまたは原因となり得る場合は、当該負の影響を停止または防止

する。 

 

② 企業が人権への負の影響を助長しまたは助長し得る場合は、助長行為を停止または防止し、かつ、残

存する負の影響を軽減するために自社の有する影響力を最大限行使する。 

 

③ 上記①②に該当しないものの、人権への負の影響が第三者との事業上の関係を通じて、企業の事業・

製品またはサービスと直接結び付く場合において、 

(i) 負の影響を防止または軽減するための当該第三者に対する影響力を自社が有しているときは、こ

れを行使する（すでに有している影響力の有無のみではなく、どのようにして影響力を強化させら

れるかも検討することが求められる。）。 

これに対し、 

(ii) 当該影響力を欠き、これを強化することもできないときは、当該第三者との事業上の関係の終了を

検討することが求められる。その際、当該関係の終了によって更に人権への負の影響が発生する

可能性について、信頼できる評価を考慮する必要がある。 

 

 

この点、よくある誤解として、取引先に人権侵害が発見された場合には、当該取引先との関係を直ちに断つことがすべての場合

において適切な対応策であるというものがあります。しかし、上記のとおり、そもそも自社が、例えば著しく自社に都合のよい取引

条件等の購買構造を通じて当該人権侵害を「助長」しているのであれば（類型②）、当該助長行為をまずは停止すべきという帰結

になります。また、そうでない場合（類型③）でも、自社が当該人権侵害を軽減させるための影響力を行使できるかという検討をす

ることがまずは求められます（上記③(i)）。後者の場合（類型③）でも影響力の行使の検討が求められるのは、取引関係の単なる

解消によっては一層人権侵害が深刻化し、かえって状況が悪化することが珍しくないためです。 

 

そして、③の類型の場合には、企業は、例えば以下の諸要素を考慮した上で対応を決定する必要があります。 

(a) 当該ビジネス上の関係先（第三者）に対する影響力の大小（又は影響力強化の可能性） 

(b) 自社にとっての当該第三者との取引関係の重要性 

(c) 人権侵害の程度の深刻性 

(d) 当該第三者との取引関係を終了させること自体が人権への負の影響をもたらすか否か 

 

注意すべき点は、指導原則上、自社に人権への負の影響を防止・軽減するための影響力がなく、かつこれを強化することもでき

ないと判断した場合（上記③(ii)）でも、直ちに取引関係を終了させる責任まで求められているわけではないことです。例えば、中

国の新疆ウイグル自治区について国際的に非難されている人権侵害事案に関しては、人権侵害の程度が深刻である可能性が

高く（上記(c)）、従って迅速に対処方法を検討する必要がありますが、他国政府が関与する構造的な人権侵害のメカニズムに関

して企業が有する影響力の程度には限界があると言わざるを得ません（上記(a)）。この場合、仮に既存の中国のサプライヤーと

の取引を終了してサプライチェーンを全て他国に切り替える旨の事業上の決定が、ビジネス上の観点から難しい場合（上記(b)）に

は、直ちに取引終了をすることが指導原則によって求められるわけではありません 4。 

                                                   
3 指導原則 19 のコメント部分。 

4 他の例として、そもそも契約の規定上、当該第三者との取引を終了できない場合等もあり得ます。 
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もっとも、取引を終了しない場合でも、指導原則上、企業は、負の影響を軽減するために継続的な努力を行っていることを説明

できるようにする必要があり、かつ、取引継続によるレピュテーションリスクや法的責任に関してはその可能性を受け入れる覚悟

をすべきであるとされています（ここにいう「法的責任」とは、指導原則自体の仕組みではなく、各国の実体法や国際人権条約等

の規定を根拠にライツホルダーや市民団体等により提起される企業に対する訴訟を含みます。上記の新疆自治区の事案に関し

ては、実際にメディアの注目も集める形で企業が海外の市民団体から訴訟を提起されている事例も生じています。よって、③の類

型に該当する事案について、企業としては、事業上の必要性と、人権への負の影響に関与し続けることによる法的責任やレピュ

テーションリスクとの兼ね合いを今後益々シビアに判断する必要性があります。また、取引を継続する場合は、その合理的な理

由や、影響力の行使に係る努力、人権侵害の継続モニタリングの計画等について説明できるようにしておく必要があります 5。）。 

このように、類型③の場合の対応方法に関しては特に複雑な状況が想定され得るため、そのような場合には独立した専門家の助

言を得ることが、指導原則上求められています。 

 

以上に加えて、類型①及び②の場合には、実際に人権への影響が生じてしまっている場合、これを是正する、すなわち当該負

の影響が生じていなかった場合の状況に（これが可能な場合）回復できるような措置等を実施することが求められます 6。具体的

な方法は、ステップ 4 の解説で説明します。 

 

＊＊＊ 

 

以上、人権への負の影響の分析（ステップ 3）において必要となる、当該負の影響と自社との関わり方の各類型とその効果につ

いて説明しました。次回以降、同じくステップ 3 に関し、「国際的に認められた人権」の具体的内容及び各国国内法との関連性に

ついて解説します。 

 

・ 個別の人権課題や事案ごとに、人権への負の影響と、自社との関わり方を整理する（3 つの類型のいずれに該当する

か）。 

・ 類型ごとに求められる対処方法の違いを理解する。 

・ 特に、サプライチェーン上の人権侵害について、自社が助長（類型②）している場合には、まず助長行為の停止が求めら

れることに注意する。 

・ 助長しているとまではいえない事案でも（類型③）、直ちに取引停止を行うのではなく、影響力を行使することの可否の検

討がまず求められることに注意する。 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 本連載や人権デューデリジェンスに関するご相談をオンラインで頂いております。まずはお気軽にご連絡下さい。  

 

 

                                                   
5  この点は、2021 年 7 月 12 日付の欧州委員会および欧州対外行動庁による「事業及びサプライチェーン上の強制労働のリスクに

EU 事 業 が 対 処 す る た め の デ ュ ー デ リ ジ ェ ン ス に 係 る ガ イ ダ ン ス 」 8 頁

<https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3664>でも触れられています。 

6 指導原則 22 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3664
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当事務所では、クライアントの皆様のビジネスニーズに即応すべく、弁護士等が各分野で時宜にかなったトピックを解説したニューズレターを執筆し、

随時発行しております。N&A ニューズレター購読をご希望の方は N&A ニューズレター 配信申込・変更フォームよりお手続きをお願いいたします。 

また、バックナンバーはこちらに掲載しておりますので、あわせてご覧ください。 

 

本ニューズレターはリーガルアドバイスを目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護

士の適切なアドバイスを求めていただく必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、当事務所または当事務所の

クライアントの見解ではありません。 

 

西村あさひ法律事務所 広報室 E-mail  
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